
 

 

合理的配慮に関する代替案 

 

 ※合理的配慮について、定義を設けつつ、その考え方（差別を回避するための措

置）を基本理念に加える案。 

 

【案】 

 

 （定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 一・二 （略） 

 三 合理的な配慮 全ての障がい者が障がい者でない者と等しく基本的人権を

享有することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の

場合において必要とされるものをいう。 

 四～六 （略） 

 

 （基本理念） 

第三条 共生社会の実現は、全ての障がい者が、障がい者でない者と等しく、基本

的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障される権利を有することを前提としつつ、障害者基本法第三条各号に掲げ

る事項を旨として図られなければならない。 

２ 社会的障壁の除去の実施についての合理的な配慮は、これが障がいを理由とし

て障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることを回避し、障がい者の基本

的人権の享有を確保するために行われるものであるとの考え方にのっとり、行わ

れなければならない。 

３ 県は、共生社会の実現に向けた施策を講ずるに当たっては、障がい者その他の

関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 

 


